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片岡　信恒（かたおか　のぶつね）昭和５５年片岡法律事務所を設立。４０年以上に渡り、取引紛争・契約書作
成・労働紛争・医療関係など、法人、及び相続・交通事故・遺言・離婚などの法律問題全般を取り扱っている。
＜片岡法律事務所＞ 名古屋市中区丸の内２丁目１９番２５号ＭＳ桜通７、８階　☎ ０５２－２３１－１７０６

【回答】民法７５５条では、「夫婦が、婚姻の届
出前に、その財産について別段の契約をしな
かったときは、その財産関係は、次款に定める
ところによる」として、契約財産制を選択しな
かったら、自動的に法定財産制となり、婚姻費
用の負担義務、日常家事債務の連帯責任が生じ、
帰属不明の財産について、共有財産と推定され
ます。
　そこでお尋ねの「夫婦財産契約」です。あま
り知られていない制度で、私の４６年の弁護士
経験でも知人の社長が再婚に際しこの契約をし
たときに関与した一例があるだけです。しかし、
近時、財産のある高い年齢の方や、再婚する方
で、この契約を利用されている方が増えている
ようです。
　本件では、離婚や相続で再婚相手に親の財産
が行ってしまうことを子どもが心配するとか、
自分の資産は自分の子供に多く財産を残したい、
と考える方が多いと思います。こうした要望は
夫婦財産契約によって相当程度解決できます。

　まず、夫婦財産契約で定める基本的内容は次
の通りです。①夫婦財産の所有関係について、
婚姻前・婚姻後に取得する財産が、どちらに帰
属し、あるいは共有となるのか。②管理処分権
の帰属について、夫婦の財産の管理処分権がい
ずれに帰属し、あるいは夫婦共同で行使するの
か。③債務負担に関して、婚姻前・婚姻後の債
務は、単独で負担するのか、共同で負担するの
か。④婚姻解消時に財産を、どのように清算す
るのか。
　通常、離婚時に問題になるのは、共有財産か
特有財産かという点です。例えば、一方が経営
する会社の株式、会社への貸付金等、事業に関
する財産は特有財産としておき、離婚後の財産
分与からも除外することが考えられます。開業
医や、優良会社で株価が高い会社の経営者の場
合、特に検討する価値があります。
　その他、財産分与割合についても、利用を検
討すべきです。本来、財産分与割合は２分の１
ですが、婚姻後短期間で離婚する場合、不貞行
為により離婚する場合などに、この割合を修正
することが考えられるべきでしょう。
　また、開業医や、経営能力・才能が高い経営
者などのような高額所得者の場合には、基本割
合自体を変更しておくことも考えられます。こ
のような場合、最近の裁判所も必ずしも半分ず
つに分けない審判例もありますが、契約により
明確にしておいた方がよいでしょう。ただ、ど
のような決め方をすれば有効になるかは、かな
り検討を要し、裁判所の判断の集積を待たなけ
ればならないでしょう。

【質問】私は５２歳で、妻とは死別し子供は
２６歳と２３歳です。今度、ある女性（４８歳）
と再婚することになり、その相手にも成人した
２人の子供がいます。私は会社を経営し、年収
は４０００万円で自宅以外に多額の預貯金があ
り、再婚相手もマンションを所有し、預貯金を
相当持っています。ある方から、夫婦財産契約
を結ぶことを勧められました。この契約につい
て教えてください。


